第６号様式
経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名
１　事業者代表者（印鑑証明書の記載と一致していること。）
	職名
	フリガナ
	生年月日
	社会福祉事業について知識経験を有する者

	
	氏名
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


２　経営の責任者・経営者
	職名
	フリガナ
	生年月日
	社会福祉事業について知識経験を有する者

	
	氏名
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


３　福祉の実務に当たる幹部職員
	職名
	フリガナ
	生年月日
	保育所等において２年以上勤務した経験を有する者、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者

	
	氏名
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（１）経営の責任者　法第３４条の１５第３項第２号に規定する業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
（２）経営者　その者が法人である場合にあっては、経営の責任者
（３）福祉の実務に当たる幹部職員　法第３４条の１５第３項第４号ニの政令で定める使用人である、申請者の行う乳児等通園支援事業を管理する者をいう。
（４）保育所等において２年以上勤務した経験を有する者　保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、幼稚園・小学校等における教諭、市町村長等の公的機関において児童福祉に関する事務を取り扱う部局、民生委員・児童委員の他、世田谷区の運営費補助対象である認可外保育施設等において２年以上勤務した経験を有する者
（５）保育所等において２年以上勤務した経験を有する者と同等以上の能力を有すると認められる者　公的機関等の実施する所長研修等を受講した者

（６）社会福祉事業について知識経験を有する者　社会福祉に関する教育や研究を行う者、社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者及び乳児等通園支援事業の経営を行うにあたり有益な専門知識を有する者（公認会計士、税理士、弁護士等）
